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研究成果の概要（和文）：本研究により、研究課題①「非誘導区域での拠点形成型開発手法のあり方」、研究課
題②「地域未来投資促進法による地域産業活性化型開発手法の活用実態」、研究課題③「立適策定都市と非策定
都市間で見る集落拠点地域の人口密度構造変化の解明」の研究を遂行することができ、立適白地地域の存在を考
慮した持続可能な地域再生型土地利用制度手法を提示した。

研究成果の概要（英文）：We have studied three research topics on Land Use Planning Systems. As a 
result, we were able to present the Land Use System Method for Sustainable Regional Regeneration.

研究分野： 都市計画（土地利用計画制度）

キーワード： 土地利用制度　市街化調整区域　開発許可制度　立地適正化計画

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究により、研究課題①「非誘導区域での拠点形成型開発手法のあり方」、研究課題②「地域未来投資促進法
による地域産業活性化型開発手法の活用実態」、研究課題③「立適策定都市と非策定都市間で見る集落拠点地域
の人口密度構造変化の解明」の研究を遂行することができ、立適白地地域の存在を考慮した持続可能な地域再生
型土地利用制度手法に関する知見を得ることができた。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



 

 

様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 

 

１．研究開始当初の背景 

 持続可能な集約型都市構造実現のために創設された立地適正化計画（以下、立適）制度を受
けて、都市計画研究者の間では同計画を実現させる拠点論やネットワーク論、各種支援策を講
じる誘導区域指定のあり方等の計画論が論点の中心となっている。一方で、同計画に実効性を
確保させる制度論に目を向けると、A:都市計画区域外はもちろん、B:誘導区域の指定対象から
原則外れる市街化調整区域や非線引き用途地域外、さらには C:同計画未策定都市領域（本研究
ではこれら ABC の領域を「立適白地地域」と称す）を含めた考究はほとんどされていない。
つまり、集約型都市構造実現のための施策を講じる領域の外側にある立適白地地域で「小さな
拠点による抽象的将来像を描いたものの、そこでどのような土地利用制度方策を講じるのか？
（あるいは講じるべきでないのか？）」といった根本的議論がそもそも十分にされていない。 

 こうした中で、我が国では地域再生・地方創生が強く叫ばれており、政府や自治体としても
それを支援するための土地利用規制の緩和を、立適白地地域を含めて容認しているのが現状で
ある。地域社会の要求に応じる、あるいは国策の推進に資する施設を特例扱いで許容するのな
らば、その許容施策を集約型都市構造実現施策とからめた時に、「前述の集約型都市構造を目指
す制度と両立し得るのか？」、「両立しないのであれば、どのような規制誘導策とすべきなの
か？」といった学術的問いにも応える必要がある。なぜならば、その学術的問いは単に学術領
域ではなく、実際の行政運営でも問われている重要課題でもあるからである。 

 

２．研究の目的 

 本研究では、前述の学術的独自性のある問いを探求すべく以下３点の研究課題を設定する。 

研究課題①「非誘導区域での拠点形成型開発手法のあり方」 

研究課題②「地域未来投資促進法による地域産業活性化型開発手法の活用実態」 

研究課題③「立適策定都市と非策定都市間で見る集落拠点地域の人口密度構造変化の解明」 

 

３．研究の方法 

（1）研究課題① 
 本研究課題では、非誘導区域での拠点形成型開発手法と捉えられ得る立適で明示された調整
区域の即地独自区域に着目し、その特徴を把握、整理する。次に指定形態や開発許可制度との
関係を踏まえ抽出した６自治体の区域を対象に、即地化された区域だからこそできる地理情報
システム分析、さらには文献調査及びヒアリング調査による指定経緯の確認から評価する。 

 
（2）研究課題② 
 本研究課題では、地域未来投資促進法（以下、未来法）による地域産業活性化型開発手法に
着目する。経産省が公表する未来法基本計画から、特例措置を講じる計画を抽出して記載内容
を確認した上で、土地利用調整事項を定めた重点促進区域を有する 37 市町村に対して、その記
載内容の事実確認、想定する事業主体、特例措置の情報提供機関や主たる動機等をアンケート
調査により把握する。次に、誘致業種や既往の上位計画を踏まえ抽出した６市町を対象として、
議会議事録や事業関係資料、各種計画書等から特例措置活用の経緯、上位計画や立適での即地
性を予め確認した上で、各種行政計画との関連性や関係機関からの情報提供及び指摘事項、さ
らには関与する利害関係者等を、６市町の都市計画担当部局、産業政策担当部局への対面のヒ
アリング調査により明らかにし、特例措置活用の意思形成過程、未来法に基づく事業と上位計
画等との関係を評価する。 
 
（3）研究課題③ 
 本研究課題では、開発許可条例制定する自治体とその周辺自治体での人口密度構造変化を広
域的に分析する。国勢調査の調査単位データを 100m メッシュに変換し、線引きと非線引き間、
立適策定都市と非策定都市間で、人口密度構造変化の挙動を明らかにする。 
 
４．研究成果 
（1）研究課題① 
 本研究課題では、将来市街地指定区域と特定エリア開発許容区域の即地独自区域を指定する
３市（表１）を含む６自治体の調整区域の即地独自区域を主として調査分析した。即地独自区
域の運用にあたっては、誘導区域への誘導との政策的矛盾は常に考慮しておく必要があり、選
択的かつ限定的に講じなければ誤ったメッセージを示すことにもなりかねない。単に小学校や
集会所等を基本とした一定の範囲という考え方に終始するのではなく、誘導施設へのアクセシ
ビリティを考慮した区域の再設定や、誘導対象行為を既存ストックの利活用に絞る等、必要に
応じた対応策を検討するとともに、立適上で位置付けた以上は、誘導区域への誘導に支障とな
らないよう、量的制御の仕組みも考えておく必要等を本研究課題の成果として指摘した。 



 

 

表１：将来市街地指定区域と特定エリア開発許容区域の現況と区域指定経緯 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）研究課題② 
 本研究課題では、未来法により大規模 SC 誘致を試みる３市（表２）を含む６市町での未来法
活用実態を調査分析した。未来法の特例措置も、活用の主たる動機は農振除外手続きの円滑化
と８年縛り対応であり、SC 誘致も含めて農村活性化土地利用構想と同じ論理で農振除外手法と
して活用されていた。さらに、上位計画と整合した活用がある一方で、事業の方が先行し未来
法でその実現の目処が立ったことで、上位計画がそれを追認する実態がある。立適制度により
市街地拡散を抑制する制度下でも、重点促進区域で計画する事業を根拠に、都市機能誘導区域
を用途地域外に拡大する試みもあり、集約型都市政策と矛盾しない制度設計や運用も考えてい
く必要がある。そのため、未来法に限らず地域整備法の特例措置で誘致された（誘致する）施
設と上位計画や立適制度との整合を客観的に判断できる仕組み等の具体的対応策を講じなけれ
ばならない点等を指摘した。 
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第1回立適策定委員会(H29.9)
都市機能誘導補完区域の指定地
とする旨を公表→策定(H30.3)

ららぽーと開業(R1.10）

調整区域における土地利用の方針案 (R2.12）
新たに都市的土地利用を推進する地区に指定
して調地区適用候補ｴﾘｱ指定

立適、都市ﾏｽ、区域区
分、都市計画事業手法
の取組みに関する動向

都市ﾏｽ改訂(H29.3）
「新都市拠点開発ｴﾘｱ」に位置付け



 

 

表 2：大規模 SC 誘致を試みる３市での上位計画土地利用方針の変遷と重点促進区域との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）研究課題③ 
 本研究課題では、弾力的な開発許可条例を運用してきた前橋市（図１）を含む４都市を中心
市とする４都市圏の人口密度構造変化を分析し、開発許可条例の運用の仕方が人口密度構造変
化に大きく影響していたこと、線引きと非線引きでの人口密度構造の逆転現象、居住誘導区域
を持つ自治体での同区域内の人口密度低下等を明らかにした。 
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業務ｿﾞｰﾝ
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産地域
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共
施
設
等

沿道系
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専用住
宅地
農業生
産地域

公
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施
設
等

田園
地域

開発誘
導ｿﾞｰﾝ

市街地
地域

都市ﾏｽ
(H21.8)☆

旧市国土利用
計画(H5.3)☆

合併後第
１次国土
利用計画
(H20.10)
で都市地
域に指定

未来法基本計
画(H29.12)

用途
地域

改訂都市ﾏｽ
(H31.3)☆

200m ↑N

商業系開発計画地
工業系開発計画地
産業工業系土地利利用

未来法に取組むことで
開発計画地が拡張され
た８年縛り受益地
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②流通施
設用地

③

④
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(促進区域広域単位の未
来法基本計画で指定)※

200m ↑N

調整計画策定で
提示した代替地

都市ﾏｽ(H24.2)☆

工業系土地利用を図るｴﾘｱ

農地の保全及び集落の住
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↑の拡張予定地

都市ﾏｽ(H21.11)☆

農住
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専用住宅ｿﾞｰﾝ
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（
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☆都市マス等上位計画は計画書原本の土地利用方針図、構想図を引用し加筆



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：開発許可条例制定度の前橋都市圏の人口密度変化 
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